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６月（600時間）以上の養成課程創設の目的

平成19年の法改正に当たって、今後の高齢
化の一層の進行や認知症高齢者に対するケ
アへの対応の必要性等の背景を踏まえ、今
後のあるべき介護福祉士像を整理。

1. 尊厳を支えるケアの実践
2. 現場で必要とされる実践的能力
3. 自立支援を重視し、これからの介護ニーズ、

政策にも対応できる
4. 施設・地域（在宅）を通じた汎用性ある能力
5. 心理的・社会的支援の重視
6. 予防からリハビリテーション、看取りまで、

利用者の状態の変化に対応できる
7. 多職種協働によるチームケア
8. 一人でも基本的な対応ができる
9. 「個別ケア」の実践
10. 利用者・家族、チームに対するコミュニケー

ション能力や的確な記録・記述力
11. 関連領域の基本的な理解
12. 高い倫理性の保持

この介護福祉士の在り方像を踏まえつつ、こ
うした人材の養成に向けた知識・技術体系と
して、２年1,650時間のカリキュラムを1800時
間へ拡充（養成施設ルート）。

介護福祉士の基礎的能力の向上の必要性

他方、実務経験ルートにおいては、「即戦力として期待できるものの、制度面・理論面について十分な教育機会が欠け
ている」との議論があり、1800時間のカリキュラムを基本に、実務から得られる知識・技術を考慮しつつ、利用者への
説明能力を高め、状態像に応じた根拠ある介護実践が可能となるよう、
○ 認知症ケアや医療が必要な高齢者へのケアなど、現代的な課題に対応するために必要な知識・技術
（ex．認知症の理解や障害の理解など）

○ 根拠に基づく実践を行う観点から、制度や人体の構造等に関する知識
（ex．社会の理解やこころとからだのしくみなど）
等を修得するための課程として、実務経験ルートに600時間課程を創設したもの。

こうした改正を通じ、介護福祉士の社会的な評価を高め、処遇改善につなげることを企図。


